
平
成
二
十
一
年
六
月
三
日
提
出

質

問

第

四

九

八

号

い
わ
ゆ
る
「
三
・
五
島
論
」
発
言
に
係
る
政
府
代
表
の
説
明
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
等
に
関
す
る
再
質
問

主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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い
わ
ゆ
る
「
三
・
五
島
論
」
発
言
に
係
る
政
府
代
表
の
説
明
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
見
解
等
に
関
す
る
再
質
問

主
意
書

本
年
四
月
十
七
日
の
毎
日
新
聞
に
、
谷
内
正
太
郎
政
府
代
表
が
毎
日
新
聞
社
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
、
北
方
領
土
問
題
に

つ
き
、
「
三
島
と
択
捉
一
部
で
も
」
と
、
谷
内
代
表
と
し
て
、
歯
舞
、
色
丹
、
国
後
、
択
捉
の
我
が
国
へ
の
帰
属
を
確
認
し
、

ロ
シ
ア
と
の
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
従
来
の
政
府
方
針
と
異
な
り
、
北
方
四
島
の
面
積
を
折
半
す
る
と
い
う
方
法
を

も
っ
て
、
同
問
題
の
最
終
的
解
決
を
目
指
す
べ
き
と
も
取
ら
れ
る
見
解
を
示
し
た
と
報
じ
た
記
事
（
以
下
、
「
毎
日
記
事
」
と

い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
右
に
つ
い
て
、
谷
内
代
表
は
毎
日
新
聞
社
に
対
し
て
、
「
毎
日
記
事
」
に
あ
る
様
な
、
北
方

四
島
の
面
積
分
割
を
も
っ
て
最
終
的
な
北
方
領
土
問
題
の
解
決
と
す
べ
き
と
い
う
趣
旨
の
発
言
（
以
下
、
「
谷
内
発
言
」
と
い

う
。
）
は
し
て
い
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。
ま
た
谷
内
氏
は
、
同
年
五
月
二
十
一
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
政
府
参
考
人
と

し
て
出
席
し
、
「
『
個
人
的
に
三
・
五
島
で
も
良
い
』
と
い
う
た
ぐ
い
の
発
言
は
一
切
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
全
体
の
流
れ
の

中
で
、
誤
解
を
与
え
る
部
分
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
反
省
し
て
い
る
。
深
く
遺
憾
に
思
っ
て
い
る
。
私
の
基
本
的
立
場
は

北
方
四
島
の
帰
属
問
題
を
解
決
し
て
、
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
い
う
政
府
方
針
通
り
だ
」
と
釈
明
し
て
い
る
。
右
と
「
前
回

答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
三
八
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一



一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
本
年
五
月
二
十
日
発
行
の
『
Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
』
二
〇
〇
九
年
六
月
号
の
七
十
四
頁
か
ら
七
十
五
頁
に

か
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
手
嶋
龍
一
式in

te
llig
e
n
ce

」
と
い
う
論
文
の
中
に
、

「
実
際
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ど
の
よ
う
に
答
え
た
の
だ
ろ
う
。

『
シ
ベ
リ
ア
・
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
か
ら
百
万
バ
レ
ル
が
極
東
に
供
給
さ
れ
、
そ
の
半
分
を
日
本
が
引
き
受
け
る
と
か
、
環

境
協
力
、
生
態
系
の
保
存
に
つ
い
て
協
力
す
る
と
か
で
あ
れ
ば
、
三
・
五
島
の
返
還
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
』
」

と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
右
の
記
述
は
、
「
谷
内
発
言
」
の
本
当
の
内
容
で
あ
り
、
毎
日
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

受
け
た
際
、
谷
内
氏
が
実
際
に
答
え
た
内
容
を
正
確
に
表
し
た
も
の
で
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は

「
外
務
省
と
し
て
、
谷
内
正
太
郎
政
府
代
表
か
ら
は
、
御
指
摘
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
に
『
個
人
的
に
は
三
・
五
島
返
還
で

も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
』
と
い
っ
た
発
言
は
行
っ
て
い
な
い
と
の
説
明
を
受
け
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
方
が
問
う
て
い
る
の
は
、
『
Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
』
に
あ
る
右
の
記
述
は
「
谷
内
発
言
」
の
実
際
の
内
容
を

表
し
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
『
Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
』
に
あ
る
右
の
記
述
は
、
「
谷
内
発
言
」
の
実
際
の
内
容
を
表

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
、
再
度
質
問
す
る
。

二



二

一
で
、
『
Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ａ
』
の
記
述
が
「
谷
内
発
言
」
の
実
際
の
内
容
と
異
な
る
の
な
ら
、
記
述
の
中
の
ど
の
部
分
が
異

な
っ
て
い
る
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

一
の
答
弁
に
あ
る
様
に
、
谷
内
氏
が
「
個
人
的
に
は
三
・
五
島
返
還
で
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
」
と
い
っ

た
発
言
を
実
際
に
は
し
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
の
様
に
記
述
し
た
記
事
を
掲
載
し
た
毎
日
新
聞
社
に
対
し
て
、
明
確
な
抗
議

を
す
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
過
去
の
答
弁
書
に
お
い
て
外
務
省
は
「
外
務
省
か
ら
毎
日
新
聞
社
に
対
し
、
谷
内
正
太
郎
政

府
代
表
の
発
言
に
関
す
る
同
政
府
代
表
の
説
明
振
り
と
と
も
に
、
北
方
領
土
問
題
に
関
す
る
政
府
の
立
場
を
伝
え
て
い

る
。
」
と
し
て
い
る
が
、
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
記
事
に
さ
れ
、
そ
の
結
果
国
内
外
に
大
き
な
混
乱
が
起
き
た
こ
と
を
鑑
み

る
時
、
外
務
省
と
し
て
立
場
を
伝
え
る
と
い
う
対
応
で
は
な
く
、
毎
日
新
聞
社
に
対
し
記
事
の
撤
回
並
び
に
謝
罪
を
求
め
る

位
の
厳
し
い
対
応
を
と
ら
な
く
て
は
筋
が
通
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

三


